
第３節 退職手当 

 (1) 退職手当（条例第２条の３） 

    退職手当額 ＝ 退職日給料月額  × 退職事由別・勤続年数別支給率  ＋ 調整額  

 

 

                         基本額  

(2) 算定基礎給料月額（条例第３条） 

   ① 退職の日の給料月額 

     退職の日の給料月額が退職手当算定基礎給料月額となる。 

（イ）日額者の場合、日額の２１日分をもって給料月額とする。 

（ロ）時給者の場合、時給額に７.７５を乗じ（１円未満切捨て）その額の２１日分をもって給料月額

とする。 

（ハ）医療職等で調整額のある場合には、調整額を加算した額 

（ニ）休職、停職、減給、育児休業その他の事由により給料の一部又は全部を支給されていない場合

には、本来支給されるべき給料月額 

（ホ）退職手当の算定基礎給料月額には、平成１８年４月１日及び平成２７年４月１日施行の国家公

務員給与法の俸給表改定に伴う給料月額の減額改定による経過措置として支給された差額に相当

する額を含めない。（附則第２６項） 

 

 (3) 退職事由区分 

   一般職の退職 

   ① 自己都合等（自己都合及び懲戒免職等）、雇用期間満了 

（イ）一般職、臨時職員（R.2.4.1 からフルタイムの会計年度任用職員）で勤続期間が６ヶ月以上でその者の

都合等又は雇用期間満了により退職した者  

   （ロ）適用条項              勤続４２年以下（条例第３条） 

                      〃 ４３年以上（条例第５条） 

   （ハ）減額規定 

     Ⅰ 自己都合等の勤続期間１９年以下の者（条例第３条第２項） 

       勤続期間    １年以上１０年以下       
100

60
 

       勤続期間  １１年以上１５年以下       
100

80
 

       勤続期間  １６年以上１９年以下       
100

90
 

     Ⅱ 臨時職員（R.2.4.1 からフルタイムの会計年度任用職員）（附則第３項） 

勤続期間  ９６月以上９１年以下          
100

50
 

 

 



   ② 傷病 

    （イ）傷病の程度が厚生年金保険法第４７条第２項に規定する障害等級（４４、４５頁参照）の状態

で退職した者 

   （ロ）上記（イ）の認定は医師が行い、診断書にその旨を記載しなければならない。（４３頁参照） 

   （ハ）公務上の傷病（死亡も含む。）、通勤災害傷病による退職の場合は、地方公務員災害補償法第 

４５条の規定に基づく公務災害の認定の写を提出しなければならない。 

    （ニ）適用条項       公務外 － 勤続４２年以下      （条例第３条） 

                  〃  －  〃４３年以上      （条例第５条） 

                 通勤災害－ 勤続１０年以下      （条例第３条） 

                  〃  －  〃１１年以上２４年以下 （条例第４条） 

                  〃  －  〃２５年以上      （条例第５条） 

                 公務上                （条例第５条） 

    ③ 死亡 

    （イ）死亡により退職した者 

   （ロ）請求は遺族 

   （ハ）適用条項       公務外 － 勤続１０年以下      （条例第３条） 

                  〃  －  〃１１年以上２４年以下 （条例第４条） 

                  〃  －  〃２５年以上      （条例第５条） 

                 公務上                （条例第５条） 

   ④ 任期満了 

    （イ）任期付職員及び臨時的任用職員で任期満了により退職した者 

   （ロ）臨時職員（R.2.4.1 からフルタイムの会計年度任用職員）は除外 

   （ハ）適用条項       勤続１０年以下      （条例第３条） 

                  〃１１年以上２４年以下 （条例第４条） 

                  〃２５年以上      （条例第５条） 

   ⑤ 定年 

    （イ）定年により退職した者（定年年齢以上の退職者も含む。） 

   （ロ）臨時職員（R.2.4.1 からフルタイムの会計年度任用職員）は除外 

   （ハ）適用条項       勤続１０年以下      （条例第３条） 

                  〃１１年以上２４年以下 （条例第４条） 

                  〃２５年以上      （条例第５条） 

   ⑥ 応募認定（第１号） 

    （イ）職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から１５年を減じた年齢以上の年齢で

ある職員を対象として行う募集に応募し認定を受け退職した者 

   （ロ）臨時職員（R.2.4.1 からフルタイムの会計年度任用職員）は除外 

   （ハ）適用条項       勤続１０年以下      （条例第３条） 

                  〃１１年以上２４年以下 （条例第４条） 

                  〃２５年以上      （条例第５条） 

 



   ⑦ 応募認定（第２号） 

   （イ）勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、勤務公署に属する職員を対象として行う募

集に応募し認定を受け退職した者 

   （ロ）臨時職員（R.2.4.1 からフルタイムの会計年度任用職員）は除外 

   （ハ）適用条項                    （条例第５条） 

   ⑧ 整理 

    （イ）職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により退職した者 

   （ロ）臨時職員（R.2.4.1 からフルタイムの会計年度任用職員）は除外 

   （ハ）適用条項                    （条例第５条） 

 

※ 全ての退職事由区分に８３.７／１００の調整率あり。 

 

   特別職の退職 

    （イ）任期満了又は任期中途で退職した者 

   （ロ）傷病、死亡退職については②、③と同じ。 

   （ハ）適用条項                  （条例第５条の５） 

   （ニ）割増規定（条例第５条の５第２項及び第３項） 

     Ⅰ 自己都合、任期満了                      なし 

     Ⅱ 公務外傷病、公務外死亡、通勤災害傷病             
100

125
 

     Ⅲ 公務上傷病、公務上死亡、組合市町村等の廃置分合        
100

150
 

  

※ 市町村等の廃置分合による退職の場合は、４８月（任期が３年の場合は３６月）で計算して得

た額を限度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



条 項 別 退 職 事 由 一 覧 表 

 

                                  国又は他の地方公共団体へ転出 

 

組合構成市町村内異動 

 

転 出（異 動） 

 

 退   職  

 

 

条 例 第 ３ 条     条 例 第 ４ 条     条 例 第 ５ 条    条例第５条の５ 

 

     雇用期間満了      応募認定（第１号）   雇用期間満了           任期満了 

     （42年以下）      （11年以上         （43年以上） 

     自己都合          24年以下）     自己都合           自己都合 

     （42年以下）      定   年              （43年以上） 

     応募認定（第１号）   （11年以上             応募認定（第１号）    公務外傷病 

      （10年以下）        24年以下）           （25年以上） 

     公務外傷病       公務外死亡               応募認定（第２号）  公務外死亡 

     （42年以下）      （11年以上       公務上傷病 

定   年          24年以下）     公務上死亡          公務上傷病 

     （10年以下）      通勤災害傷病      定   年 

     公務外死亡       （11年以上              （25年以上）        公務上死亡 

     （10年以下）        24年以下）      公務外死亡 

通勤災害傷病       任期満了                （25年以上）     通勤災害傷病 

     （10年以下）      （11年以上       通勤災害傷病 

          任期満了           24年以下）          （25年以上）      廃置分合 

          （10年以下）                         任期満了 

（25年以上） 

整   理 

                                              職制改廃 

                                                                   定数改廃  

                                                                   予算減少 

                              懲戒免職等 

（43年以上） 

※ 条例第３条、第４条、第５条     一般職 

  条例第５条の５           特別職 

雇用期間満了 

（42年以下） 

自己都合 

（42年以下） 

応募認定（第１号） 

（10年以下） 

公務外傷病 

（42年以下） 

定   年 

（10年以下） 

公務外死亡 

（10年以下） 

通勤災害傷病 

（10年以下） 

任期満了 

（10年以下） 

懲戒免職等 

（42年以下） 

 

応募認定（第１号） 

（11年以上 

24年以下） 

定   年 

（11年以上 

24年以下） 

公務外死亡 

（11年以上 

24年以下） 

通勤災害傷病 

（11年以上 

24年以下） 

任期満了 

（11年以上 

24年以下） 

 

 

 

 

雇用期間満了 

（43年以上） 

自己都合 

（43年以上） 

応募認定（第１号） 

（25年以上） 

応募認定（第２号） 

公務上傷病 

公務上死亡 

定   年 

（25年以上） 

公務外死亡 

（25年以上） 

通勤災害傷病 

（25年以上） 

任期満了 

（25年以上） 

整 理 

    職制改廃 

    定数改廃 

    予算減少 

懲戒免職等 

 （43年以上） 

任期満了 

 

自己都合 

 

公務外傷病 

 

公務外死亡 

 

公務上傷病 

 

公務上死亡 

 

通勤災害傷病 

 

廃置分合 

 

 

 

 



（4）基本額の算定方法の特例（条例第５条の２） 

     基礎在職期間中に、給料月額の減額改定以外の理由（降格、給料表間異動等）により、その者の給

料月額が減額された場合において、特定減額前給料月額（当該理由により減額がなかったものとし

た場合の給料月額のうち最も多いもの）が退職日給料月額よりも多い場合には、退職手当の基本額

の算定方法の特例を適用する。 

※ 平成１８年４月１日（施行日）以前の降格等による給料月額の減額は、条例の対象としない。 

（平成１８年附則第６項） 

 

基本額の算定方式の特例のイメージ 
 

 

 

 

  給 

  料 

  月 

  額 

   

 

                             ピ       退 

                             ｜       職 

                             ク       時 

                             時       給 

                             給       料 

                             料       月 

                             月       額 

                             額      （Ｂ） 

                             (Ａ)     

                                       勤続年数 

                              

ピーク時までの勤続期間に対応する支給率（Ｃ） 

  

退職時までの勤続期間に対応する支給率（Ｄ） 

 

 

《 特例の算定方式 》 

退職手当額 ＝  Ａ × Ｃ  ＋   Ｂ×（ Ｄ － Ｃ ） ＋ 調整額 

※Ａ及びＢに、条例第５条の３の特例の適用あり。 

 

給料のピークの最

終日時点で支給率

（Ｃ）を計算 

給料月額の減額改定

以外の理由（降格、給

料表間異動等）によ

り、給料月額が減額 

Ｄ － Ｃ ＞ ０ 

であれば適用 



    基本額＝特定減額前給料月額×減額日前日までの勤続期間に応じた支給率＋退職日給料月額×

（ 退職日までの勤続期間に応じた支給率－減額日前日までの勤続期間に応じた支給率 ） 

・ 例（定年退職） 

        生年月日  昭和３４年９月１０日 

         就職年月日  昭和６２年４月 １日 

         退職年月日  令和 ２年３月３１日  勤続年数３３年 

         特定減額前給料月額  406,000円（平成３１年３月３１日） 

         退職日給料月額    401,400円 

406,000円×43.81695＋401,400円×(45.32355－43.81695)＝18,394,430円（円未満切捨て） 

 

 (5) 定年前早期退職特例措置（条例第５条の３） 

     定年に達する日から６月前までに退職した者で、その者に係る定年から１５年を減じた年齢以上で、

かつ、勤続２０年以上である職員が応募認定、整理及び公務上の傷病・死亡により退職する場合に退

職手当の算定となる基礎給料月額を特例給料月額とする。 

 

 

     特例給料月額＝退職日の給料月額×{1＋(３％(定年1年前の者は２％)×定年までの残年数)} 

 

 

定年前早期退職特例対象の場合 

    基本額＝特定減額前給料月額×{１＋(定年年齢－退職年齢)×３％(定年１年前の者は２％) }×  

減額日前日までの勤続期間に応じた支給率＋退職日給料月額×{１＋(定年年齢－退職年齢）

1×３％(定年１年前の者は２％) }×( 退職日までの勤続期間に応じた支給率－減額日前日,

までの勤続期間に応じた支給率 ） 

・ 例（応募認定（第１号）退職） 

               生年月日   昭和４０年９月１０日 （５４歳） 

         就職年月日  昭和６２年４月 １日 

         退職年月日  令和 ２年３月３１日  勤続年数３３年 

         特定減額前給料月額  406,000円（平成３１年３月３１日） 

         退職日給料月額    401,400円 

         406,000円×{1＋(60－54)×3%}×43.81695＋401,400円×{1＋(60－54)×3%} 

×(45.32355－43.81695)＝21,705,428円（円未満切捨て） 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

  



定年前早期退職特例措置 （６０歳定年の場合） 

 

                      9/30 10/1 10/2   9/30 10/1 10/2   4/1 4/2       10/1 10/2 

                        誕 誕 誕     誕 誕 誕    一 一        誕 誕 

                        生 生  生     生 生 生    定 定        生 生 

                        日 日 日     日 日 日    期 期        日 日 

                        の の      の の     間 間        の   

                        前 前      前 前     該 該        前 

   45%                      々 日       々 日     当 当        日                           

      42%                   日        日       日 日 

   39%                                 前 

            36%                58歳       59歳           定 年 

               33%                                  （60歳）    

                      30%       9%     6%       2%      特例措置                         

                                                  適用なし          

                

                                   

                                     

                  )      15% 

                  中       12%           )    )    

                             9%         定   定       

                                6%          年   年    

                                   2%     到   退   → 3/31又は任命権者 

                  略                 達   職    が指定する日 

                  (                   日   日 

                                    (    (  

 

                            

45   46   47  48   49   50  51 (中略)) 55  56   57  58   59      60   退 

歳                                  歳     職 

 

（6) 退職手当の最高限度額 

   ① 給料月額が減額した場合の特例を適用しない場合 

   （イ）定年前早期退職特例対象外の場合（条例第６条） 

      退職日給料月額×６０ 

   （ロ）定年前早期退職特例対象の場合（条例第６条、第６条の３） 

      退職日給料月額×{１＋(定年年齢－退職年齢)×３％（定年１年前の者は２％）}×６０ 

   ② 給料月額が減額した場合の特例を適用した場合 

   （イ）定年前早期退職特例対象外の場合（条例第６条の２） 

 

（ 

定 

年 

到 

達 

日 

） 

 

（ 

定 

年 

退 

職 

日 

） 

  

（ 

中 
 
 
 
 
 

略 

） 



     Ⅰ 減額日前日までの勤続期間に応じた支給率が６０以上の場合 

       特定減額前給料月額 ×６０ 

     Ⅱ 減額日前日までの勤続期間に応じた支給率が６０未満の場合 

       特定減額前給料月額 ×減額日前日までの勤続期間に応じた支給率 ＋退職日給料月額  

×(６０－ 減額日前日までの勤続期間に応じた支給率  ） 

（ロ）定年前早期退職特例対象の場合（条例第６条の２、第６条の３） 

     Ⅰ 減額日前日までの勤続期間に応じた支給率が６０以上の場合 

       特定減額前給料月額×{１＋(定年年齢－退職年齢)×３％（定年１年前の者は２％）}×６０ 

     Ⅱ 減額日前日までの勤続期間に応じた支給率が６０未満の場合 

       特定減額前給料月額×{１＋(定年年齢－退職年齢)×３％（定年１年前の者は２％）}×減額。

日前日までの勤続期間に応じた支給率 ＋退職日給料月額 ×{１＋(定年年齢－退職年齢)×

３％（定年１年前の者は２％）}×(６０－減額日前日までの勤続期間に応じた支給率  ) 

    ※ 条文上は、給料月額の６０ヶ月分となっておりますが、昭和５７年附則第５項及び第６項、平

成１５年附則第４項により給料月額の４７．７０９ヶ月分になります。 

 

(7) 調整額 （条例第６条の４） 

   職の職制上の段階、職務の級その他職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して定める区分に応じて調

整月額を定め、職員の基礎在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごとの調整月額の

高い方から６０月分の合計額を調整額として、基本額に加算する。 

 

区 分 第１号 第２号 第３号 第４号 第５号 第６号 第７号 

調整月額 59,550円 54,150円 43,350円 32,500円 27,100円 21,700円 0円 

 

<給料表ごとの調整額算定上の区分> 

平成１８年４月１日～ 

区 分 調整月額 行(一) 行(二) 公安(一) 医療(一) 医療(二) 医療(三) 

第１号 59,550円  ８級   級   級 級   級   級 

第２号 54,150円 ７      

第３号 43,350円 ６  行(一)を基準に各市町村等 

の規則で定める 

 

第４号 32,500円 ５   

第５号 27,100円 ４      

第６号 21,700円 ３      

第７号    0円 
２ 
１ 

     

 

 

 

 



平成８年４月１日～平成１８年３月３１日 

区 分 調整月額 行(一) 行(二) 公安(一) 医療(一) 医療(二) 医療(三) 

第１号 59,550円  10級   級   級 級   級   級 

第２号 54,150円 ９      

第３号 43,350円 ８  行(一)を基準に各市町村等 

の規則で定める 

 

第４号 32,500円 ７   

第５号 27,100円 ６      

第６号 21,700円 
５ 

４ 
     

第７号    0円 
３ 
２ 
１ 

     

 

 

・例 

    ６級（４８月）           ７級（２４月）     ５級（２４月） 退職 

                                   

             

                  ６０月 

職務の級の高い方から６０月＝７級２４月＋６級３６月 

調整額  54,150円×24月＋43,350円×36月＝2,860,200円 

① 退職手当条例第７条第４項に規定する「現実に職務をとることを要しない期間」について除算を

行った後の在職期間について勘案する。（条例第６条の４第１項） 

・例                        休職 

            実在職期間３６月、２分の１除算  ７級（１２月） 

     ６級（９０月）              ７級（１８月）          退職 

                                          

             

                              ６０月 

職務の級の高い方から６０月＝７級３０月＋６級３０月 

調整額  54,150円×30月＋43,350円×30月＝2,925,000円 

② 職員以外の公務員、特定一般地方独立行政法人等役員及び特定法人役職員としての在職期間につ

いては、規則で定めるところにより、職員として在職していたものと見なして退職手当の調整額の

算定対象とする。（条例第６条の４第２項） 

・例 

                      退職出向（２４月）       ７級（１２月） 

    ６級（７２月）                 ７級相当                 退職 

                                        

             

                                       ６０月 



職務の級の高い方から６０月＝７級３６月＋６級２４月 

調整額  54,150円×36月＋43,350円×24月＝2,989,800円 

③ 自己都合等退職者以外のもので勤続期間が１年以上４年以下のものは、職員の区分に応じて計算

した額の２分の１に相当する額（条例第６条の４第４項第１号） 

④ 自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のものは、零（条例第６条の４第４項第２号） 

⑤ 自己都合等退職者でその勤続期間が１０年以上２４年以下のものは、職員の区分に応じて計算し

た額の２分の１に相当する額（条例第６条の４第４項第３号） 

⑥ 自己都合等退職者でその勤続期間が９年以下のものは、零（条例第６条の４第４項第４号） 

⑦ 調整額の算定の対象期間は、平成８年４月１日以後の期間とする。（平成１８年附則第７項） 

 

(8)  経過措置 (平成１８年附則第２項) 

       仮に新制度切替日の前日（平成１８年３月３１日）に同じ退職事由で退職したと仮定して、同日

までの勤続期間及び給料月額を基礎として旧条例等の規定により算定した場合の額（新制度切替日

前日旧条例等退職手当額）が新条例で算定した額（新条例等退職手当額）より多いときは、その多

い額をその者に支給すべき退職手当の額とする。 

    ※  応募認定退職者には適用しない（平成２６年運用方針） 

 

     新制度切替日前日旧条例等退職手当額（ 新制度切替日前日給料月額×新制度切替日前日までの１

勤続期間に応じた旧条例等による支給率 ）＞新条例等退職手当額 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(9)  早期退職募集制度（条例第８条の３） 

   ① 定年前に退職する意思を有する職員の募集 

第1号－職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から１５年を減じた年齢以上の年齢

である職員を対象として行う募集 

第2号－勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、勤務公署に属する職員を対象として行 

う募集 

   ② 早期退職募集制度の流れ 

 

1早期退職者の募集  

任命権者が、募集対象者全員に募集実施要項や必要な方法（認定制限基準）を周知して

募集開始 

・年齢、職位、勤務部署その他募集の対象範囲を特定する事項 

・募集期間 

・募集人数 

・退職すべき期日又は期間 

・その他必要事項 

1応 募  

         応募や応募の取下げは職員の自発的な意思によるもので、任命権者は、これらを強制し

てはならない。 

1認 定 及 び 不 認 定  

         任命権者は、認定又は不認定の決定 

          ・公務運営上必要な人材の場合等には認定しないことができる 

1通 知  

         任命権者は、認定又は不認定の通知書を交付 

         

1退職（応募認定退職） 

         任命権者の指定した日（退職すべき期日）に退職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


